
委員会提出議案第１号  

 

義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について  

 

 上記の議案を、亀山市議会会議規則第１３条第２項の規定により、別紙のとお

り提出します。  

 

令和２年９月２５日提出  

               提 出 者  

                教育民生委員会委員長  今 岡 翔 平  

 

 

亀山市議会議長  小 坂 直 親 様  

 

 

 

別 紙  

 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書  

 
 



義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書  

 

義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づく義務教育の根幹である  

「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維持向上」を図るた

め、国が責任をもって必要な財源を措置するとの趣旨で確立された制度です。 

教育の全国水準と機会均等を確保する義務教育の基盤をつくるためには、教

職員の確保、適正配置、資質向上及び教育環境整備等諸条件の水準を保障すべ

きであり、そのために必要な財源を安定的に確保することが不可欠です。  

現行制度においては、「職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経

費」のみが負担対象経費とされています。かつて対象であった教材費等は、

１９８５年に対象外となり、一般財源としての措置のままとなっています。

義務教育の水準が安定的に確保されるためには、一般財源ではなく、国庫負

担金による財源確保の対象の拡大、更にはその増額が極めて重要と考えると

ころです。 

令和２年３月以降、新型コロナウイルス感染症対策の措置として、全国の

学校が「臨時休業」となり、国、各都道府県においてオンライン教育を進め

るための環境整備が行われましたが、都道府県間格差・市町村格差は大きく、

子どもたちの学びの機会は、均等であるとは言えません。 

未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づく

りにとって極めて重要なことです。義務教育については、国が責任を果たすと

の理念にたち、教育に地域間格差が生じないよう、必要な財源を確保する義務

教育費国庫負担制度の存続はもとより制度の更なる充実が求められます。  

よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたし

ます。  
 

記  
 



１．義務教育の根幹である「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育

水準の維持向上」を図るため、国の責務として必要な財源が確保されるよ

う、義務教育費国庫負担制度の更なる充実を図ること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 

令和２年９月２５日  

                三重県亀山市議会議長 小 坂 直 親  

 

内閣総理大臣  菅   義 偉  様    

財 務 大 臣  麻 生 太 郎  様 

総 務 大 臣  武 田 良 太  様 

文部科学大臣  萩生田 光 一  様 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森  様 

参 議 院 議 長  山 東 昭 子  様 

 

 

 


